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（２面に続く）

９月会議が始まりました
◎９月会議の日程が決まる
　　９月３日（木）午後１時に会議を開き、次のとおり日程を決定しました。

◎今会議で審議される議案
議案第１号　鎌ケ谷市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について
　　　　　　【概要】��千葉県ひとり親家庭等医療費等助成事業補助金交付要綱の改正を踏まえ、ひとり親家庭等の利便性の向上等を図るため、給付方法を償還払いから現物給付に改

めることその他所要の改正をしようとするものです。
議案第２号　令和２年度鎌ケ谷市一般会計補正予算（第５号）
　　　　　　【概要】�補正前の予算総額４７１億６，９６４万２千円に対し、歳入歳出それぞれ１２億７，６９１万６千円を追加し、補正後の予算総額を４８４億４，６５５万８千

円にしようとするものです。
議案第３号　令和２年度鎌ケ谷市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）
　　　　　　【概要】�補正前の予算総額１０５億２，０７０万円に対し、歳入歳出それぞれ２億５，３７５万４千円を追加し、予算総額を１０７億７，４４５万４千円にしようとす

るものです。
議案第４号　令和２年度鎌ケ谷市介護保険特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　【概要】�補正前の予算総額７９億９，７００万円に対し、歳入歳出それぞれ３億１，９００万７千円を追加し、予算総額を８３億１，６００万７千円にしようとするも

のです。
議案第５号　令和２年度鎌ケ谷市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　【概要】�補正前の予算総額１４億７，６００万円に対し、歳入歳出それぞれ１，１６９万５千円を追加し、予算総額を１４億８，７６９万５千円にしようとするものです。
議案第６号　令和２年度鎌ケ谷市下水道事業会計補正予算（第１号）
　　　　　　【概要】�補正前の収益的収入額１８億２，０６９万３千円に対し、８２６万円を追加し、１８億２，８９５万３千円にしようとするものです。また、補正前の資本的収

入額９億８，１４１万７千円に対し、１，４１３万５千円を追加し、９億９，５５５万２千円にし、補正前の資本的支出額１４億９，２２２万９千円に対し、２，
７００万円を追加し、１５億１，９２２万９千円にしようとするものです。

議案第７号　令和元年度鎌ケ谷市一般会計歳入歳出決算の認定について
　　　　　　【概要】�決算額は、歳入３５９億７，２８４万６千円、歳出３４７億１９１万９千円。前年度より歳入は減、歳出は増となりました。主な要因は、歳入では繰越金や市

債などの減、歳出では幼児教育・保育の無償化に伴う私立幼稚園施設等利用費や介護給付・訓練等給付費などの増によるものです。
議案第８号　令和元年度鎌ケ谷市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について
　　　　　　【概要】�決算額は、歳入１０６億６，７６５万１千円、歳出１０４億１，４４３万２千円。歳入、歳出とも前年度より減となりました。主な要因は、歳入では県支出金

や国民健康保険料などの減、歳出では保険給付費や諸支出金などの減によるものです。
議案第９号　令和元年度鎌ケ谷市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について
　　　　　　【概要】�決算額は、歳入２３億９，８４８万７千円、歳出２３億４，１９５万９千円。歳入、歳出とも前年度より増となりました。主な要因は、歳入では市債や国庫支

出金の増、歳出では事業費の増によるものです。なお、令和２年４月１日より地方公営企業法を一部適用した公営企業会計への移行に伴い、令和２年３月３１
日をもって打ち切り決算としたため、決算額は打ち切り決算時点での額になります。

議案第１０号　令和元年度鎌ケ谷市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について
　　　　　　【概要】�決算額は、歳入７８億９，２９４万９千円、歳出７５億９，４７１万４千円。歳入、歳出とも前年度より増となりました。主な要因は、歳入では繰入金や支払

基金交付金の増、歳出では保険給付費の増によるものです。
議案第１１号　令和元年度鎌ケ谷市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について
　　　　　　【概要】�決算額は、歳入１３億５，２７０万４千円、歳出１３億４，１００万８千円。歳入、歳出とも前年度より増となりました。主な要因は、歳入では後期高齢者医

療保険料の増、歳出では広域連合給付金の増によるものです。
議案第１２号　指定管理者の指定の期間の変更について
　　　　　　【概要】�鎌ケ谷市地域福祉センターの管理を行わせる指定管理者の指定の期間を変更しようとするものです。
議案第１３号　指定管理者の指定の期間の変更について
　　　　　　【概要】�鎌ケ谷市福祉作業所の管理を行わせる指定管理者の指定の期間を変更しようとするものです。
議案第１４号　指定管理者の指定の期間の変更について
　　　　　　【概要】�鎌ケ谷市民体育館等の管理を行わせる指定管理者の指定の期間を変更しようとするものです。
議案第１５号　救急自動車の購入について
　　　　　　【概要】�救急自動車を購入しようとするもので、予定価格が２，０００万円以上のため、議会の議決を求めるものです。
議案第１６号　鎌ケ谷市市道路線の認定について
　　　　　　【概要】�鎌ケ谷市市道路線として、新たに７路線を認定しようとするものです。

インターネット議会中継を行っています

傍聴される方へのお願い
　新型コロナウイルス感染症の予防及び拡大防止のため、傍聴受付時に検温を実施しております。また、傍聴する際には極力マスクを着用し、アルコール消毒液による手指
の消毒をお願いしています。
　また、本会議の傍聴席は、一定の間隔を空けるため、席数を減らし18席のみとなっております。感染予防のため、できるだけ傍聴はお控えいただき、インターネット中継
をご覧ください。
　各常任委員会及び決算審査特別委員会については、委員会室は狭く、一定の距離を保つことが困難なため、廊下での傍聴となります。（決算審査特別委員会の総括審査につ
いては本会議場での開催となるため、本会議の傍聴席での傍聴になります）
　ご理解、ご協力をよろしくお願いします。

日 曜日 時間 内容
９月　８日 火 午前１０時 議案に対する質疑

　　　９日 水 午前１０時
午後 １ 時

総務企画常任委員会
都市・市民生活常任委員会

　　１０日 木 午前１０時 教育福祉常任委員会
　　１４日 月 午前１０時 決算審査特別委員会
　　１５日 火 午前１０時 決算審査特別委員会
　　１６日 水 午前１０時 決算審査特別委員会

日 曜日 時間 内容
９月１８日 金 午前１０時 一般質問

　　２３日 水 午前１０時 一般質問

　　２４日 木 午前１０時 一般質問
　　２５日 金 午前１０時 一般質問

　　２９日 火 午後 １ 時 委員長報告・討論・採決・散会

市議会の
ホームページ

市議会では開かれた議会を目指し、本会議の様子をインターネットにて配信しています。鎌ケ谷市議会のホームページでご案内をしておりますのでご覧ください。
なお、視聴の際は免責事項をお読みいただき、ご了承くださいますようお願いします。

鎌ケ谷市議会のホームページアドレス　https://www.city.kamagaya.chiba.jp/gikai/index.html


